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Ⅰ．改正の背景

海洋汚染の防止を図るため 「１９７３年の船舶による汚染の防止のための国際条、

約に関する１９７８年の議定書（ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約 」には、油、有害液体）

物質等による汚染の防止のルールが規定されていますが、平成１４年９月２６日、Ｍ

（ ）ＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ⅳ 船舶からの汚水による汚染の防止のための規則

が発効要件を満たし、本年９月２７日に発効することとなりました。また、国際海事

機関の海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ）では平成１２年３月１３日、ＭＡＲＰＯＬ７

、 （ ）３／７８条約附属書Ⅳの実施のための決議が採択され この決議ＭＥＰＣ８８ ４４

に基づく規制を実施することが世界的に合意されております。

このため、ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ⅳ及び決議を国内法令で担保するた

め、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令等及び海洋汚染及び海上災害の

防止に関する法律施行規則等を改正することが必要となっています。

Ⅱ．改正の概要

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令等及び海洋汚染及び海上災害の防

止に関する法律施行規則等について以下の改正を行います。

． 、 （ ）１ 排出規制の対象船舶 汚水の範囲並びに排出海域及び排出方法を規定 政令関係

（ ） 、ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ⅳ及び決議ＭＥＰＣ８８ ４４ に基づき

航行する海域に応じて、排出規制の対象船舶、規制される汚水、排出海域及び排

出方法を規定します。

（ 。） 、(1) (2)以外の海域 わが国の管轄下の海域を含む を航行する船舶については

排出規制の対象船舶、規制される汚水、排出海域及び排出方法について別表１

のとおりとする。

(2) 別表２により規制を実施する外国の管轄下の海域を航行する船舶について

は、排出規制の対象船舶、規制される汚水、排出海域及び排出方法について別

表２のとおりとする。

○別表１

1)排出規制の対象船舶

国際航海に従事する船舶であって、総トン数４００トン以上の船舶及び最大

搭載人員１６人以上の船舶



2)規制される汚水並びに排出海域及び排出方法

① 船舶から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われ

る設備内において生ずる汚水（以下「ふん尿又は汚水」という （ふん尿等排。）

出防止設備により処理されたものを除く ）については、すべての国の領海基。

線から１２海里を超える海域において、海面下かつ航行中に排出することとす

る。

② 船舶から排出されるふん尿又は汚水（ふん尿等排出防止設備により浄化に

より処理されたものを除く ）については、すべての国の領海基線から３海里。

を超える海域において、海面下かつ航行中に排出することとする。

○別表２

1)排出規制の対象船舶

総トン数２００トン以上の船舶及び最大搭載人員１１人以上の船舶

2)規制される汚水並びに排出海域及び排出方法

① 船舶から排出されるふん尿又は汚水（ふん尿等排出防止設備により処理さ

れたものを除く ）については、すべての国の領海基線から１２海里を超える。

海域において、海面下かつ航行中に排出することとする。

② 船舶から排出されるふん尿又は汚水（ふん尿等排出防止設備により浄化に

より処理されたものを除く ）については、すべての国の領海基線から４海里。

を超える海域において、海面下かつ航行中に排出することとする。

２．ふん尿等排出防止設備にかかる技術上の基準を規定（省令関係）

ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ⅳ、決議ＭＥＰＣ８８（４４）及び国際海

事機関（ＩＭＯ）が作成した基準を満たすため、汚水処理プラントとして「ふん

尿等浄化装置 、粉砕及び消毒装置として「ふん尿等処理装置 、貯留タンクとし」 」

「 」 「 」 。て ふん尿等貯留タンク 及び 標準排出連結具 の技術上の基準を規定します

３．ふん尿等排出防止設備を設置しなければならない船舶にかかる検査を規定（省令

関係）

ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ⅳ及び決議ＭＥＰＣ８８（４４）の基準を

満たすため、ふん尿等排出防止設備を設置しなければならない船舶に必要な検査

を規定します。

４．その他、所要の改正を行います。

Ⅲ．今後のスケジュール

施 行 平成１５年９月２７日


